
令和 8 年度 

外国人技能実習生技能検定等受験料補助金のご案内 

 

網走市内の「外国人技能実習実施事業者」に対して、外国人技能実習生が受検する

「技能検定等受験料」の一部を補助します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 申請・お問合せ先 】 

〒093-8555 網走市南 5 条東１丁目 10 番地 網走市役所 
農林水産部 水産漁港課 漁政係 
電話:0152-67-5456 E-mail :zusr-ns-suisan-gyosei@city.abashiri.hokkaido.jp 
HP:https://www.city.abashiri.hokkaido.jp/   
 

【補助対象者】 
「市内に事業所等を有する実習実施者」であり、次の基本要件に該当する者。 

①市税の滞納がない。 

②暴力団、暴力団員、暴力団関係事業者でない。 

 

【補助対象経費】 

市内の事業所において技能実習を実施している外国人技能実習生が受検する

初級(１級)および専門級(３級)の技能検定等受検料(※) 

※再受検料は除く。また、消費税及び地方消費税相当額は補助対象外経費と

なります。 

 

【補助金額】 

補助対象経費の１／２ 

 

【申請書類】 
①外国人技能検定等受検料補助金交付申請書(※)  ②受検票(写し) 

③受検料請求書(写し)  ④受検料領収書又は振込書(写し) 

※申請書類は網走市公式サイトからダウンロードできます。 

 

【留意点】 

・令和 9 年３月３１日までに受検及び支払いが完了した受験料が補助対象と

なります。 

・受検料支払い後、速やかに申請してください。 


